
＜任意継続掛金早見表＞

国民健康保険の保険料と公立学校共済組合任意継続組合員の掛金額の比較時の参考にしてください。

掛金額は、令和4年度の掛金率で、各月払いの金額です。年度や選択される払込み方法によって金額が変わりますのでご注意ください。

R4.4～R4.9
R4.10～R5.3

掛金率変更

短期月額 短期月額 短期月額 介護月額 短期月額 介護月額

410,000円 以上 34,522 38,212 436,404 34,522 7,232 38,212 7,232 436,404 86,784 410,000円 以上

31,996 35,416 404,472 31,996 6,703 35,416 6,703 404,472 80,436

30,312 33,552 383,184 30,312 6,350 33,552 6,350 383,184 76,200

28,628 31,688 361,896 28,628 5,997 31,688 5,997 361,896 71,964

26,944 29,824 340,608 26,944 5,644 29,824 5,644 340,608 67,728

25,260 27,960 319,320 25,260 5,292 27,960 5,292 319,320 63,504

23,576 26,096 298,032 23,576 4,939 26,096 4,939 298,032 59,268

21,892 24,232 276,744 21,892 4,586 24,232 4,586 276,744 55,032

20,208 22,368 255,456 20,208 4,233 22,368 4,233 255,456 50,796

18,524 20,504 234,168 18,524 3,880 20,504 3,880 234,168 46,560

16,840 18,640 212,880 16,840 3,528 18,640 3,528 212,880 42,336

15,998 17,708 202,236 15,998 3,351 17,708 3,351 202,236 40,212

15,156 16,776 191,592 15,156 3,175 16,776 3,175 191,592 38,100

14,314 15,844 180,948 14,314 2,998 15,844 2,998 180,948 35,976

（注）退職時年齢が４０～６４歳の方の場合は、介護保険料の納付が必要です。

◎　任意継続掛金の払込み方法について

　　※　掛金の払込み方法は、次の３つから選択可能です。

①　12ヶ月前納　　②　6ヶ月前納　　③　各月払い（口座振替）

　　※　前納（①②）の場合は、掛金額の割引があります。

◎　任意継続掛金の還付について

　再就職等の理由により任意継続組合員を脱退した場合、未経過月分の掛金は組合員へ還付されます。

　ただし、任意継続組合員に加入した同月に就職し、社会保険に加入する場合は、加入月の掛金は返金されませんのでご注意ください。

　例：年払いで掛金を納め（R4.4～R5.3分）R4.4.1に任意継続組合員加入。R4.7.1より再就職先の健康保険に加入した。→R4.7～R5.3分の掛金が還付されます。

　　※　各月払いの口座振替は、山梨中央銀行からの振替に限ります。残高不足等の理由により掛金の振替ができなかった場合は、

　　　　任意継続組合員資格を喪失することとなります。

170,000円 170,000円

退職時年齢

40歳未満　65歳以上
退職時の

標準報酬月額

（短期）

掛金額

200,000円 200,000円

190,000円 190,000円

180,000円 180,000円

260,000円 260,000円

240,000円

340,000円 340,000円

240,000円

220,000円 220,000円

320,000円 320,000円

300,000円 300,000円

280,000円 280,000円

退職時の

標準報酬月額

（短期）

380,000円 380,000円

360,000円 360,000円

短期年額
R4.4～R4.9

R4.10～R5.3

短期掛金率変更 短期年額 介護年額

退職時年齢　40歳～64歳（注1）


